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出雲市農業委員会（第３期）第７回総会 議事録 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和６年(2024)２月２６日（月）午後１時３０分から午後２時４５分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２１名） 

  大梶 泰男  岡田 征記  河原 昭紀  持田 守夫   若槻 博美   

  江角 昭夫  佐藤 文男  岸 勝    石飛 忠宏  今岡 充    

  松井 幸男  伊藤 猛   常松 守男  天野 明浩  森山 亮二   

  勝部 守   立石 行雄  湯浅 道行  佐野 芳夫  嘉本 良市   

  水 壯    

   

４ 欠席委員（３名） 

松本 尚幸  八幡 みさこ 伊藤 美樹   

  

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第１７号  会長専決処分の報告 

報第１８号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第１９号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

⑵  議案審議 

議第３３号  農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第３４号  農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第３５号  農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第３６号  農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第３７号  農地転用事業計画変更申請決定について 

議第３８号  非農地証明について 

 

 会長あいさつ 
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６ 議事  

会長が議長を務め、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に１４番伊藤猛委員、１５番常松守男委員を指名する。 

 

議  長   それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。報告事項報第１７

号会長専決処分の報告、報第１８号農地法第１８条第６項の規定による通知

について、報第１９号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

を一括して報告します。 

報第１７号会長専決処分について、報告いたします。 

第６回総会で承認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴く案件、

農地法第５条１件については、島根県農業会議第９５回常設審議委員会に諮

問し、許可相当との答申をいただいております。そのため、常設審議委員会

における決定日の２月１３日付けで許可決定しております。 

 

議  長   続いて、報第１８号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事

務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１８号について、説明します。農地の賃貸借の解約等は、

原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１８条第１項第２号で、貸し

手と借り手の合意による解約が、その農地の引渡しの期限前の６ヶ月以内に

成立した旨が書面において明らかな場合は契約終了の手続きができます。報

告事項の１ページから２ページをご覧ください。今月は受付番号１０５番か

ら１１６番の１２件の通知がありました。内訳としては、農地法第３条申請

のためが６件、耕作者変更のためが２件、借人の都合が１件、中間管理機構

への移行が１件、河川拡幅工事のためが２件、となっています。農地の引渡

しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面で確認してお

り、県知事の許可を要しないものと考えます。以上報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１９号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第１９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て、ご説明いたします。農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取得」

などの、農地法の許可を要しない権利取得につきましては、権利を取得した

者は、農業委員会にその旨を届出しなければならないこととされています。

第７回総会報告事項の３ページから１１ページをご覧ください。この届出の
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先月受付分は、受付番号２５６番から２７９番までの２４件でした。権利の

取得事由は、２３件が「相続」、１件が「共有持分放棄」によるものでした。

持分放棄による権利取得も３条許可は不要とされています。市外在住の相続

人からの届出などについては、備考欄に記載しております。受付番号２６５

番、２７６番は関連する届出です。受付番号２６６番について、備考欄に持

分２分の１と書いてありますが、これはもう１人の持分所有者から記載のと

おりの持分で権利を取得されました。また、あっせん希望があった届出につ

いては、それぞれ担当農業委員さんに相談をしています。なお、本届出の受

理通知は、届出書の到達があった日から４０日以内とされております関係上、

２月８日付けで通知を出しております。以上、報告といたします。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 

 

議  長   次に、議第３３号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決

定について、を議題といたします。農業振興課打田係長から内容について、

説明をお願いします。 

 

打田係長   議第３３号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定につ

いて』ご説明いたします。農業経営基盤強化促進法の規定により、市は、農

業委員会において「農用地利用集積計画」を決定していただくこととなって

おりますので、本案件の適否について、今総会でのご判断をお願いいたしま

す。それでは、２月２９日公告予定の集積計画の概要をご説明いたします。 

お手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。 

 まず、賃借権の設定についてです。２ページ上の利用権設定合計とありま

す表の賃借権の行をご覧ください。合計は６１筆、１０６，２８５．３１㎡、

そのうち新規の設定が、３３筆、５３，００４．３１㎡、再設定が２８筆、

５３，２８１．００㎡です。この内訳につきましては、同じ２ページの別表

①の表の総計の欄の一番下の合計の欄をご覧ください。相対分の合計が１４

筆、１７，２１４㎡、中間管理事業分の合計は４７筆、８９，０７１．３１

㎡となっており、すべて中間管理事業一括方式分、となっております。 

 続いて、使用貸借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計とあります

表の使用貸借権の行をご覧ください。設定の合計は９８筆、１４２，４９４

㎡、うち新規の設定が３８筆６３，９００㎡、再設定が６０筆７８，５９４
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㎡です。この内訳につきましては、３ページの別表②の総計の欄の一番下の

合計の欄をご覧ください。相対分の合計が、１２筆、２７，３２０㎡、中間

管理事業分の合計が、８６筆、１１５，１７４㎡ となっており、すべて中

間管理事業一括方式分、となっております。 

       今月のすべての利用権設定の合計は２ページ上の利用権設定合計とありま

す表の総計の欄の合計の行をご覧ください。１５９筆２４８，７７９．３１

㎡です。その他、詳細な設定内容につきましては、４ページ以降の各筆明細

でご確認ください。 

       また、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。３２ペ

ージの表と、３３ページの「総括表」を合わせてご覧ください。農業経営基

盤強化促進法の規定により、島根県が指定する農地中間管理機構である「公

益財団法人しまね農業振興公社」は、農地を所有者から買い入れ、中間保有

した後、担い手である農家へ売り渡します。この事業を活用して所有権移転

を行うと、農地の出し手、受け手ともに税制上の優遇措置を受けることがで

き、担い手への集積が効率的に促進されます。今月の所有権移転の合計は９

筆、１３，９１４㎡です。 

 以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するとともに、

権利者及び利用権の設定等を受けた者が、経営農地のすべてを効率的に利用

し、必要な農作業に常時従事するものとして作成したものです。説明は、以

上でございます。 

 

議  長   それでは、議題となっています議第３３号のうち、農業委員が関与する６

件がありますが、本日欠席の２１番伊藤美樹委員の関与案件１件を除く５件

が先議案件となります。その内、１５番常松守夫委員の関与案件が、５ペー

ジの１２９番から１３１番の３件となります。それでは、１５番常松守夫委

員の関与案件３件を先議案件といたします。農業委員会等に関する法律第３

１条の規定により、１５番常松守夫委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第３３号のうち

１５番常松守夫委員の関与案件３件の先議案件について承認される方の挙手

を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、１５番常松守夫委員の関与案件３件を承認

します。ここで常松委員の除斥を解除いたします。 
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議  長  次に、１７番森山亮二委員の関与案件が、８ページの６１７番と９ページの

６１８番の２件となります。それでは、１７番森山亮二委員の関与案件２件

を先議案件といたします。農業委員会等に関する法律第３１条の規定により

１７番森山亮二委員が除斥となります。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第３３号の

うち１７番森山亮二委員の関与案件２件の先議案件について承認される方の

挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって１７番森山亮二委員の関与案件２件を承認し

ます。ここで森山委員の除斥を解除いたします。 

 

議  長   続きまして、議第３３号のうち、先ほどの先議案件５件を除くすべての案

件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第３３号のうち、

先議案件５件を除くすべての案件について承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第３３号のうち、先議案件５件を除くす

べての案件について承認します。 

 

議  長   次に、議第３４号農地法第３条の規定による許可の決定について、を議題

といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第３４号 農地法第３条の規定による許可の決定について、

ご説明いたします。第７回総会議案の１ページの左側の欄をご覧ください。

今月は、所有権移転の申請が１３件ありました。個別の事案についてご説

明いたします。２ページから４ページをご覧ください。 

受付番号１３０番について説明します。譲渡人は、県外在住による耕作

不便のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転

後は、受人が隣接する自己所有地と一体的に野菜等を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３１番と１３２番は、譲受人が同じですので併せ
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て説明します。譲渡人は、県外在住および自宅が耕作地から離れているこ

とによる耕作不便のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所

有権移転後は、野菜や果樹を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３３番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３４番について説明します。譲渡人は、県外在住

による耕作不便のため、経営面積の規模拡大を予定する受人に譲渡するも

のです。所有権移転後は、受人が田では地元の農事組合法人の協力のもと

水稲を栽培され、畑では野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３５番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、現在の耕作者で、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。

所有権移転後は、受人が従来通り水稲を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３６番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受

人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３７番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受

人が畑として野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３８番について説明します。譲渡人は、県外在住

による耕作不便のため、経営面積の規模拡大を予定する受人に譲渡するも

のです。所有権移転後は、受人が水稲を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１３９番について説明します。譲渡人は、県外在住

による耕作不便のため、近隣住宅購入者である受人に譲渡するものです。

受人の住所は市外ですが、申請地に隣接する空き家をリフォームしながら

別荘として利用され、毎週末通って耕作するとのことです。所有権移転後

は、受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１４１番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、近隣住宅購入者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が野菜を栽培される計画です。 

つづいて、受付番号１４２番について説明します。譲渡人は、労力不足

のため、近隣居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受
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人が野菜を栽培される計画です。 

以上、受付番号１３０番から１４２番については、５ページから７ペー

ジの調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号不許可には

該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上です。 

 

議  長   先ほど事務局から説明のありました案件についてご質問、ご意見はござ

いませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第３４号につい

て承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第３４号すべての案件について承認しま

す。 

 

議  長   次に、議第３５号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について、

を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

三木係長   それでは、議第３５号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認につ

いて、ご説明いたします。議案の１ページをご覧ください。今月は、１７件

の申請がありました。議案書は８ページから９ページ、説明資料は１ページ

から９ページ、参考資料は１ページから２８ページをご覧ください。議案書

欄外左に丸印をつけている５件について、３月に開催予定の第９６回常設審

議委員会に諮問する予定です。それでは、個別の案件についてご説明いたし

ます。 

議案書８ページの受付番号４７番についてご説明いたします。説明資料の

１ページから３ページをご覧ください。転用場所は里方町の田 1 筆及び畑１

筆です。案内図は２ページです。転用目的は、貸集合住宅です。面積につい

ては、転用面積・事業面積ともに５４７．００㎡です。農地区分は、第２種

農地です。許可該当条項は、農地法第４条第６項第４号の「非改良」に該当

します。事業計画についてご説明いたします。計画者は、申請地の近隣に居

住する個人です。この度、小学校や幼稚園などが近隣に位置する住宅需要の

高い申請地を整備し、貸集合住宅を建築する計画です。資金計画につきまし

ては、所要資金額４３００万円で、これに対する資金調達は、全額借入金の

計画であり、証明書を確認しています。 
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続いて、議案書８ページの受付番号４９番についてご説明いたします。説

明資料の４ページから６ページをご覧ください。転用場所は荻杼町の田２筆

です。案内図は５ページです。転用目的は、テナントです。面積については、

転用面積・事業面積ともに１，６２８．００㎡です。農地区分は、第１種農

地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」に

該当します。事業計画についてご説明いたします。計画者は、申請地の近隣

に居住する個人です。この度、店舗や倉庫の需要の高い申請地を整備し、テ

ナントを建築する計画です。資金計画につきましては、所要資金額２４７０

万円で、これに対する資金調達は、全額自己資金の計画であり、証明書を確

認しています。 

続いて、議案書８ページの受付番号５１番についてご説明いたします。説

明資料の７ページから９ページをご覧ください。転用場所は稗原町の畑２筆

です。案内図は８ページです。転用目的は、個人住宅及び事業所です。面積

については、転用面積が７２０㎡、全体事業面積が１，３８２．００㎡です。

農地区分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法第４条第６項第４号

の「非改良」に該当します。事業計画についてご説明いたします。計画者は、

申請地の近隣で水道工事業を営む個人です。この度、居宅及び事業所の移転

を行うにあたり、現在の居宅から大きく離れていない申請地を整備し、個人

住宅・事業所として利用する計画です。資金計画につきましては、所要資金

額３２５０万円で、これに対する資金調達は、自己資金が２５０万円、借入

金が３０００万円の計画であり、証明書を確認しています。 

今月は追認の案件が１１件あります。受付番号４６番の案件は、平成１８

年頃から宅地の一部として利用していたものです。受付番号４７番の案件は、

平成２５年頃から資材置場として利用していたものです。受付番号４８番の

案件は、４０年以上前から墓地として利用していたものです。受付番号５１

番の案件は、平成２１年頃から倉庫・作業場として利用していたものです。

受付番号５２番の案件は、令和３年頃から駐車場として利用していたもので

す。受付番号５３番の案件は、約４０年前から居宅として利用していたもの

です。受付番号５４番の案件は、平成９年頃から宅地の一部として利用して

いたものです。受付番号５５番の案件は、平成１６年頃から宅地の一部とし

て利用していたものです。受付番号６０番の案件は、３５年以上前から宅地

の一部として利用していたものです。受付番号６１番の案件は、昭和６２年

頃から宅地の一部として利用していたものです。受付番号６２番の案件は、

約４０年前から車庫・物置として利用していたものです。申請は事後になり

ましたが、悪意はないものと判断しています。転用許可基準は満たしており、

事業者には始末書の提出を受け、農地法に違反することのないよう指導して
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おります。以上、受付番号４６番から６２番については、農地法に規定する

不許可の要件には該当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第３５号農地法第４条の

規定による許可の決定及び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第３５号の全案件を許可相当とし、許可の

決定及び承認いたします。 

 

議  長   次に、議第３６号農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について、

及び関連がございますので、議第３７号農地転用事業計画変更の決定につい

て、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

山田次長   議第３６号について、ご説明いたします。議案書の１０ページから１８  

ページ、説明資料の１０ページから５７ページ、参考資料の２９ページから

１０８ページをご覧ください。 

今月は、所有権の移転が４８件、賃借権の設定が４件、使用貸借権の設定

が６件の合計５８件の申請がありました。議案書欄外左に丸印をつけている

３６件について、３月に開催予定の第９６回常設審議委員会に諮問する予定

です。それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

まず、議案書１０ページの受付番号２３８番です。説明資料の１０ページ

から１２ページをご覧ください。転用場所は大津町の田１筆です。案内図は

１１ページです。転用目的は、宅地分譲です。面積は、転用面積・所要面積

ともに２，９０８.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第３種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第４４条第３号の「用

途地域」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内

で宅地建物取引業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整

備し、宅地分譲地１１区画を造成する計画です。資金計画については、所要

資金額が８１８０万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計画であり、

証明を確認しています。 

議案書１０ページの受付番号２４２番です。説明資料１３ページから１５

ページをご覧ください。転用場所は浜町の畑３筆です。案内図は１４ページ

です。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積が１，７５９.００㎡、

所要面積が２，５９９．００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農
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地区分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４

号の「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業

者は市内で不動産業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を

整備し、建売分譲地８区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計

画については、所要資金額が１億８０００万円で、これに対する資金調達は

全額借入金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１０ページの受付番号２４３番です。説明資料１６ページから１８

ページをご覧ください。転用場所は、浜町の畑４筆です。案内図は、１７ペ

ージです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積ともに

２，７６７．００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落

接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市内

で不動産業を行っている法人です。この度利便性の高い申請地を整備し、建

売分譲地１０区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画につい

ては、所要資金額が２億４６５０万円で、これに対する資金調達は全額借入

金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１１ページの受付番号２４７番です。説明資料１９ページから２１

ページをご覧ください。転用場所は、下横町の田２筆です。案内図は、２０

ページです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積とも

に２，２９０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落

接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で

不動産業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、建

売分譲地８区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画について

は、所要資金額が１億５０００万円で、これに対する資金調達は全額借入金

の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１１ページの受付番号２４８番です。説明資料２２ページから２４

ページをご覧ください。転用場所は矢野町の田３筆、畑１筆です。案内図は  

２３ページです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積

ともに３，８２０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集

落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内

で不動産業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、

建売分譲地１３区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画につ

いては、所要資金額が１億７２９０万円で、これに対する資金調達は全額借

入金の計画であり、証明を確認しています。 
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議案書１１ページの受付番号２５０番です。説明資料２５ページから２７

ページをご覧ください。転用場所は平野町の田２筆です。案内図は２６ペー

ジです。転用の目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積ともに

２，２７８.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第

１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接

続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で不

動産業を行っている個人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、建売

分譲地８区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画については、

所要資金額が１億１２５０万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計

画であり、証明を確認しています。 

議案書１２ページの受付番号２５３番です。説明資料２８ページから３０

ページをご覧ください。転用場所は武志町の田２筆です。案内図は、２９ペ

ージです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積ともに

２，２９０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第

２種農地です。許可該当条項は農地法施行規則第４５条第２号の公共５００

に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で不動産

業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、建売分譲

地８区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画については、所

要資金額が２億２５００万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計画

であり、証明を確認しています。 

議案書１３ページの受付番号２６０番です。説明資料３１ページから３３

ページをご覧ください。転用場所は知井宮町の田２筆、畑２筆です。案内図

は３２ページです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面

積ともに２，８８９.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の

「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は

市内で不動産業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整備

し、建売分譲地１０区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画

については、所要資金額が１億７５００万円で、これに対する資金調達は全

額借入金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１３ページの受付番号２６３番です。説明資料３４ページから３６

ページをご覧ください。転用場所は荒茅町の畑５筆です。案内図は、３５ペ

ージです。転用目的は、建売分譲です。面積は、転用面積・所要面積ともに

２，４５２.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第

１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接

続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で不
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動産業を行っている法人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、建売

分譲地７区画を造成し、個人住宅を建築する計画です。資金計画については、

所要資金額が１億８０００万円で、これに対する資金調達は全額借入金の計

画であり、証明を確認しています。 

議案書１４ページの受付番号２７３番です。説明資料３７ページから３９

ページをご覧ください。転用場所は湖陵町大池の畑１筆です。案内図は３８ 

ページです。転用目的は、太陽光発電所です。面積は、転用面積・所要面積

ともに１，８５８.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法第５条第２項第２号の「非改

良」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で太

陽光発電事業を行っている法人です。この度、既存の太陽光発電所から近い

申請地を整備し、太陽光発電所用地として利用する計画です。資金計画につ

いては、所要資金額が１１０３万円で、これに対する資金調達は全額自己資

金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１４ページの受付番号２７４番です。説明資料４０ページから４２

ページをご覧ください。転用場所は湖陵町差海の畑２筆です。案内図は４１

ページです。転用目的は、太陽光発電所です。面積は、転用面積・所要面積

ともに１，２２９.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分

は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法第５条第２項第２号の「非改

良」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内で太

陽光発電事業を行っている法人です。この度、既存の太陽光発電所から近い

申請地を整備し、太陽光発電所用地として利用する計画です。資金計画につ

いては、所要資金額が１０３４万７千円で、これに対する資金調達は全額自

己資金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１５ページの受付番号２７８番です。説明資料４３ページから４５

ページをご覧ください。転用場所は斐川町荘原の畑２筆です。案内図は４４ 

ページです。転用目的は、車両置き場です。面積は、転用面積・所要面積と

もに１，２７６.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、

第２種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第４５条第２号の「公共

５００」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は隣接

地で車両販売事業を行っている法人です。この度、店舗に隣接した申請地を

整備し、車両置き場として利用する計画です。資金計画については、所要資

金額が１２００万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、

証明を確認しています。 

議案書１６ページ及び１７ページの受付番号２８０番及び２８７番です。

説明資料の４６ページから４８ページをご覧ください。転用場所は斐川町神
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氷の田８筆です。案内図は４７ページです。転用目的は、駐車場です。面積

は、転用面積・所要面積ともに４，４００.００㎡です。権利の種類は、７筆

が所有権の移転、１筆が賃借権の設定です。農地区分は、第１種農地です。

許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当しま

す。事業計画についてご説明いたします。事業者は近隣で製造業を行ってい

る法人です。この度、会社に近く利便性の高い申請地を整備し、駐車場とし

て利用する計画です。資金計画については、所要資金額が１億９２１０万円

で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認してい

ます。 

議案書１６ページの受付番号２８２番です。説明資料４９ページから５１

ページをご覧ください。転用場所は斐川町富村の畑２筆です。案内図は５０

ページです。転用目的は、駐車場です。面積は、転用面積・所要面積ともに

１，４０２.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第

１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接

続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は隣接地で

お寺の経営をしている宗教法人です。この度、隣接し利便性の高い申請地を

整備し、駐車場として利用する計画です。資金計画については、所要資金額

が１１５万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、証明

を確認しています。 

議案書１６ページの受付番号２８５番です。説明資料５２ページから５４

ページをご覧ください。転用場所は斐川町三分市の畑３筆です。案内図は  

５３ページです。転用目的は、教習所敷地です。面積は、転用面積・所要面

積ともに２，０１０.００㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区

分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の

「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は

隣接地で重機及び船舶の免許取得にかかわる教習所を開校している法人です。

この度、隣接地である申請地を整備し、教習所敷地として利用する計画です。

資金計画については、所要資金額が３５０万円で、これに対する資金調達は

全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１７ページの受付番号２８９番です。説明資料５５ページから５７

ページをご覧ください。転用場所は斐川町三分市の畑３筆です。案内図は  

５６ページです。転用目的は、資材・重機置場及び駐車場です。面積は、転

用面積が１，８１８.００㎡、所要面積が２，６５７．８２㎡です。権利の種

類は、賃借権の設定です。農地区分は、第１種農地です。許可該当条項は、

農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。事業計画につ

いてご説明いたします。事業者は市内で土木業を営んでいる法人です。この
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度、現在の拠点に近く利便性の良い申請地を整備し、資材及び重機置場並び

に社員用の駐車場用地として利用する計画です。資金計画については、所要

資金額が２１０万円で、これに対する資金調達は全額自己資金の計画であり、

証明を確認しています。 

追認案件については、申請が事後になりましたが、悪意はないものと判断

しています。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を受け、

農地法に違反することのないよう指導しております。その他の案件について

は、議案書及び参考資料でご確認くださいますようお願いいたします。 

つづいて、議第３７号について、ご説明いたします。議案書は１９ページ、

説明資料は５８ページから６０ページ、参考資料は１０９ページから１１０

ページをご覧ください。今月は、権利の移動が無い案件が２件の合計２件の

申請がありました。議案書欄外左に丸印をつけている１件について、５月に

開催予定の第８６回常設審議委員会に諮問する予定です。 

説明案件について説明します。議案書１９ページの受付番号３６番です。

説明資料の５８ページから６０ページをご覧ください。転用場所は斐川町上

直江の田２筆です。案内図は５９ページです。転用目的は、貸駐車場です。

面積は、転用面積・所要面積ともに９３２.００㎡です。農地区分は、第１種

農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第２２条第４号の「集落接続」

に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は市内にある法

人です。この度、利便性の高い申請地を整備し、貸駐車場として利用する計

画です。資金計画については、所要資金額が５０万円で、これに対する資金

調達は全額自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

その他の案件については、議案書及び参考資料でご確認くださいますよう

お願いいたします。 

以上、議第３６号の５８件及び議第３７号の２件については、いずれも農

地法に規定する不許可・不承認の要件には該当しないものと認められます。

説明は以上です。 

 

議  長   先ほど事務局から説明のありました案件についてご質問、ご意見はござい

ませんか。 

 

江角委員   議席番号６番の江角です。２７８番の案件ですが、変則交差点で交通量が

多い場所にありますが、交通安全上の問題はありませんか。 

 

山田次長   出雲空港への入口にあたり、交通量が多い道路であるのは、承知していま

す。利用目的は、駐車場ということではありますが、そう頻繁な出入りがあ
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るような使い方にはならないように聞いています。 

 

江角委員   特に問題はないということでよろしいか。 

 

山田次長   話を聞く限り、特に問題はないと考えています。ご心配の声があったこと

は、相手方に伝えます。 

 

議  長   他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

今岡委員   議席番号１１番の今岡です。今回の案件の説明で「集落接続」という許可

該当条項が多かったと思うが、集落とはどういった基準か？１軒しかないよ

うなところも「集落接続」あたるのか。また、その基準は県内で共通の基準

か。 

 

山田次長   現在の基準として、基本的には、隣との距離が３０ｍ以内で３軒以上連担

するところとしているが、山間の場所などにある集落は、現況をみて判断す

るケースもある。この基準は、出雲市独自で、過去からの審議の中で培われ

てきた基準だと考えている。具体的に気になられた案件はあるか。 

 

今岡委員   ２６３番はどうか。 

 

山田次長   案内図がわかりにくくて申し訳ないが、北側や周辺に集落がある。 

 

議  長   他にご意見、ご質問はありませんか。 

 

持田委員   議席番号４番の持田です。議案の中に「除外案件」とか「除外」とか「除

外済」という表現があるが、違いがあるのか。 

 

山田次長   基本的に同じことを表している。今後、標記を統一したい。 

 

議  長   他にご意見、ご質問はありませんか。 

 

議  長   意見、質問は無いものと認めます。そういたしますと、議第３６号及び議

第３７号についてについて承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第３６号のすべての案件を許可相当とし、



16 

 

許可決定及び承認いたします。また、議第３７号を決定いたします。 

 

議  長   それでは、議第３８号非農地証明について、を議題といたします。事務局

から内容について、説明をお願いします。 

 

高木行政専門員  それでは議第３８号、非農地証明の申請について説明します。議案書

の２０ページ及び説明資料６１ページから６８ページをご覧ください。今

月は４件の申請がありました。 

受付番号３７番について説明いたします。申請地については議案書２０

ページに載せております。また説明資料の６１ページの位置図及び付近案

内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料６２ページの現

況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い茂っ

て山林の状態となっています。現地確認は２月８日に河原農業委員、奥推

進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号３８番について説明いたします。申請地については議案書２０

ページに載せております。また説明資料の６３ページの位置図及び付近案

内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料６４ページの現

況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い茂っ

て山林の状態となっています。現地確認は２月９日に今岡農業委員、大崎

推進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号３９番について説明いたします。申請地については議案書２０

ページに載せております。また説明資料の６５ページの位置図及び付近案

内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料６６ページの現

況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い茂っ

て山林の状態となっています。現地確認は２月９日に今岡農業委員、大崎

推進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号４０番について説明いたします。申請地については議案書２０

ページに載せております。また説明資料６７ページの位置図及び付近案内

図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料６８ページの現況

写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い茂って

山林の状態となっています。現地確認は２月１３日に石飛農業委員、岸推

進委員、事務局職員で行っています。 

４件の申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定はありません。

よって本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない事情によって長期間耕

作放棄した土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続

して利用することができないと認められる場合」に該当し、農地法第２条
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に規定する農地以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考

えます。説明は以上です。 

 

議  長   担当農業委員さん補足がありましたらお願いします。河原委員さんいかが

ですか。 

 

河原委員   議席番号３番の河原です。先ほど説明がありましたとおり、２月８日に現

地調査を行いました。現場は山の上で、大きな木が生い茂っていて、とても

農地に戻すのはできない土地だと確認しました。以上です。 

 

議  長   今岡委員さんいかがですか。 

 

今岡委員   議席番号１１番の今岡です。先ほどご説明がありましたとおり、３８番、

３９番を確認させていただきました。いずれもここに農地があったのだろう

かというような状況の場所でした。非農地証明はやむを得ないものと判断し

ました。以上です。 

 

議  長   石飛委員さんいかがですか。 

 

石飛委員   議席番号１０番の石飛です。事務局のとおりで補足はありません。以上で

す。 

 

議  長   事務局と担当農業委員さんから説明がありましたが、ご意見、ご質問はあ

りませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第３８号非農地証明につ

いて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手多数と認めます。よって、議第２６非農地証明について、を承認いた

します。 

 

議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後２時４５分 

 

 

議事に参与した者の職、氏名 

 農業委員会事務局 

  阿川事務局長、山田次長、三木係長、和泉主事、高木行政専門員 

 農業振興課 

  農地利用調整係 打田係長 

   

 

以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

 

 

 議  長 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


